
児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の概要

改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】

①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）に

おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。
※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。

②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村

が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型

（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】

①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。

３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】

①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。

②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】

児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと

する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】

児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】

児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）等【児童福祉法】

児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、

児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、７の一部は公布後3月を経過した日、令和５年４月１日又は公布後2年以内で政令で定める日）

※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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一 

 
 

 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府

本
法
の
施
行
に
当

次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講

 

一 

子
育
て
世
代
包
括
支
援

と
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
再
編
や
支
援
計
画
の
作
成

地
方
自
治

体
に
お
け
る
負
担
増

機
能
が
停
滞

必
要
な
人
材
確
保
の
た
め
の
支
援
を

行

円
滑
な
施
行
に
向

地
方
自
治
体
と
適
切
に
連
携

 

二 

保
育
士
の
人
材
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る

た
に
身
近
な
子
育
て
支
援
の
場
と
し
て
保
育
所
等
を
活
用

地
域

子
育
て
相
談
機
関
と
す
る
に
当

保
育
士
等
の
一
層
の
処
遇
改
善
と
職
員
配
置
基
準
の
改
善
を
併
せ
て
検
討
す
る

 

三 

子
育
て

び
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
の
各
事
業
の
実
施
に
当

各
市
町
村
に
よ
る
担
い
手
の
確
保
が
重
要

必
要
な
人
材
確
保
の
た
め
の
支
援
を
行

業
務
に
見
合

処
遇
に
つ
い
て
検
討
を
行

必
要
な
措
置
を
講

 

四 

一
時
保
護
所
の
設
備
・
運
営
基
準
の
策
定
に
当

職
員
の
立
場
で
は
な
く
子
ど
も
の
視
点
に
立

子
ど
も
の

最
善
の
利
益
を
考
慮
す
る

子
ど
も
か
ら
意
見
を
聴
取

可
能
な
限
り
そ
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と

 

五 

里
親
支
援

の
設
備
・
運
営
基
準
の
策
定
に
当

里
親
等
の
当
事
者
か
ら
意
見
を
聴
取

可
能
な
限

り
そ
の
意
見
を
反
映
し
て
実
効
性
の
あ
る
も
の
と

 

六 

自
ら
公
的
な
支
援
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
妊
婦
と
の
接
点
を
持
つ
た
め
の
具
体
的
方
策
を
検
討

妊
産
婦
等
生
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二 

活
援
助
事
業
の
実
施
に
当

支
援
が
必
要
な
妊
産
婦
に
対
し
適
切
な
支
援
を
提
供

新
た
な
人
材
を

確
保
す
る
た
め
職
員
の
処
遇
改
善
を
含
む
方
策
を
検
討
し
必
要
な
措
置
を
講

充
実
し
た
研
修
を
実
施

資
質
の
向
上
を
図

人
材
不
足
を
理
由
と
し
た
人
員
配
置
の
弾
力
運
用
を
安
易
に
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に

 

七 

意
見
表
明
等
支
援
事
業
に
関

子
ど
も
の
意
見
・
意
向
表
明
や
権
利
擁
護
に
向
け
た
環
境
整
備

都
道
府
県

差
が
生
じ
る
こ
と
で
子
ど
も
に
不
利
益
と
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う

一
定
の
要
件
を
提
示

子

ど
も
へ
の
意
見
聴
取
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
評
価
及
び
検
証
を
行

 

八 

意
見
表
明
等
支
援
事
業
が
都
道
府
県
等
の
努
力
義
務

子
ど
も
の
意
見
等
が
適
切
に
反
映
さ
れ
な
い
お
そ
れ

導
入
し
た
自
治
体
と
導
入

自
治
体
を
科
学
的
に
比
較
し
て
効
果
測
定
を
行

適
宜
そ
の

仕
組
み
を
改
良

次
期
児
童
福
祉
法
改
正
時
に
都
道
府
県
等
の
体
制
が
整
備

義
務
化

を
含
め
必
要
な
見
直
し
を
検
討

 

九 

意
見
表
明
等
支
援
事
業
が
児
童
相
談
所
等
に
よ
る
意
見
聴
取
等
の
補
佐
的
な
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

当
該
事
業
が
権
利
主
体
で
あ
る
子
ど
も
の
自
由
な
意
見
・
意
向
の
表
明
を
支
援
す
る
独
自
の
機
能
を
持
つ
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
に
鑑

必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
検
討

 

十 

意
見
表
明
等
支
援
員
が

そ
の
他
の
関
係
機
関
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
子
ど
も
の
自
由
な
意
見
・

意
向
の
表
明
を
支
援
す
る
こ
と
が
可
能

独
立
性
及
び
守
秘
義
務
等
の
必
要
な
措
置
を
講

 

十
一 

意
見
表
明
等
支
援
員
に
は
専
門
的
な
知
識
や
技
術
が
求

科
学
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
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三 

グ
ラ
ム
に
よ
り
育
成
す
る

十
分
な
資
質
を
持
つ
者
を
活
用

 
十
二 

意
見
表
明
等
支
援
事
業

子
ど
も
の
視
点
に
基
づ
い
た
Ｋ
Ｐ
Ｉ

で
表
す
こ
と

 

十
三 
子
ど
も
の
最
善
の
利
益

一
時
保
護
時
の
子
ど
も
へ
の
意
見
聴
取
等
を
適
切
に
行

子
ど
も
の
意
見
・
意
向

を
考
慮
し
た
対
応
の
徹
底
を
図

 

十
四 

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
運
用
や
実
務
の
詳
細
を
施
行
ま
で
に
定
め
る
作
業

一
時
保
護
が
子
ど
も
の

権
利
や
親
権
の
行
使
等
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
こ
と
を
踏

現
に
一
時
保
護
を
経
験
し
た
子
ど
も
又
は
親
権
者
等
及

び
そ
の
意
見
を
正
確
に
反
映
で
き
る
実
務
者
も
構
成
員
に
加

 

十
五 

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
に
対
応
す
る
た
め
の
児
童
相
談
所
の
人
材
確
保
と
処
遇
改
善
を
検
討

 

十
六 

国
連
児
童
の
権
利
委
員
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
総
括
所
見

親
子
分
離
は
子
及
び
そ
の
親
の
意
見
を
聴
取
し
た
後

に
行
わ
れ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
こ
と
を
踏

裁
判
所
が
一
時
保
護
状
を
発
す
る
に
当

は

子
ど
も
及
び
親

権
者
等
の
意
見
が
裁
判
官
に
正
確
に
伝
わ
る
よ
う
適
切
な
方
策
を
講
ず

 

十
七 

裁
判
所
が
一
時
保
護
状
を
発
し
た

や
行
政
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
子
ど

も
又
は
親
権
者
等
の
不
服
申
立
て
手
続
を
設

鑑

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
第
九
条
第
二
項
の
趣

旨
を
踏

行
政
不
服
審
査
や
行
政
訴
訟
の
活
用
実
態
を
把
握

次
期
児
童
福
祉
法
改
正
時
に
必
要
な
見
直
し
を
検
討

す
る

 

十
八 

新
た
な
子
ど
も
家
庭
福
祉
分
野
の
資
格
取
得
者
の
質
の
担
保
を
図

資
格
取
得
者
の

児
童
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
配
置
が
進

地
方
自
治
体
に
お
い
て
実
効
性
が
上
が
る
よ
う
な
方
策
を
財
政
措
置
を
含
め
て
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四 

検
討

必
要
な
措
置
を
講

 
十
九 

子
ど
も
を
わ
い
せ
つ
行
為
か
ら
守
る
環
境
整
備

保
育
所
等
で
は
保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
者
が
保
育
補
助

と
し
て
勤
務
し
て
い
る
実
態

保
育
士
に
限

子
ど
も
に
接
す
る
業
務
に
携
わ
る
者
全
体
を
対
象
に

対
策
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討

万
が
一
冤
罪
等

場
合

身
分
回
復
を
行
う
等
の
必

要
な
対
応
を
講

 

二
十 

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
被
害
の
問
題
は
重
大
な
人
権
侵
害

成
年
年
齢
引
下
げ
に
よ
り
未
成
年
者
取
消

権
行
使
が
で
き
な
い
た
め
に
高
校
生
の
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
が
増
え
る
よ
う
な
事
態

高
校
生
や
子
ど
も
へ
の
性
犯

罪
・
性
暴
力
を
助
長
す
る
な
ど
児
童
福
祉
法
の
理
念

児
童
の

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
出
演
被
害
の
問
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
を
一
層
強
化
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祉
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の
一
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を
改
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す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府

本
法
の
施
行
に
当

次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講

 

一

子
育
て
世
代
包
括
支
援

と
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
再
編
や
支
援
計
画
の
作
成

地
方
自
治 

体
に
お
け
る
負
担
増

機
能
が
停
滞

必
要
な
人
材
確
保
の
た
め
の
支
援
を 

行

円
滑
な
施
行
に
向

地
方
自
治
体
と
適
切
に
連
携

 

二

保
育
士
の
人
材
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る

た
に
身
近
な
子
育
て
支
援
の
場
と
し
て
保
育
所
等
を
活
用

地
域 

子
育
て
相
談
機
関
と
す
る
に
当

保
育
士
等
の
一
層
の
処
遇
改
善
と
職
員
配
置
基
準
の
改
善
を
併
せ
て
検
討
す
る 

 

三

子
育
て

び
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
の
各
事
業
の
実
施
に
当

 

各
市
町
村
に
よ
る
担
い
手
の
確
保
が
重
要

必
要
な
人
材
確
保
の
た
め
の
支
援
を
行

 

業
務
に
見
合

処
遇
に
つ
い
て
検
討
を
行

必
要
な
措
置
を
講

 

四

一
時
保
護
所
の
設
備
・
運
営
基
準
の
策
定
に
当

子
ど
も
の
視
点
に
立

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
す 

子
ど
も
か
ら
意
見
を
聴
取

可
能
な
限
り
そ
の
意
見
を
反
映

一
時
保
護
さ
れ
る
子
ど
も
の 

個
別
事
情
に
十
分
対
応

十
分
検
討
を
深

 

五

里
親
支
援

の
設
備
・
運
営
基
準
の
策
定
に
当

里
親
等
の
当
事
者
か
ら
意
見
を
聴
取

可
能
な
限 

り
そ
の
意
見
を
反
映
し
て
実
効
性
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二 

六

自
ら
公
的
な
支
援
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
妊
婦
と
の
接
点
を
持
つ
た
め
の
具
体
的
方
策
を
検
討

妊
産
婦
等
生 

活
援
助
事
業
の
実
施
に
当

支
援
が
必
要
な
妊
産
婦
に
対
し
適
切
な
支
援
を
提
供

新
た
な
人
材
を 

確
保
す
る
た
め
職
員
の
処
遇
改
善
を
含
む
方
策
を
検
討
し
必
要
な
措
置
を
講

充
実
し
た
研
修
を
実
施

 

資
質
の
向
上
を
図

人
材
不
足
を
理
由
と
し
た
人
員
配
置
の
弾
力
運
用
を
安
易
に
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に 

 

七

児
童
養
護
施
設
等
に
お
い
て
年
齢
を
理
由
と
し
て
一
律
に
措
置
を
解
除
す
る
運
用

措
置
延
長
や
児 

童
自
立
生
活
援
助
の
積
極
的
活
用
に
向
け
た
取
組
を
行

 

八

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業

措
置
解
除
後

十
八
歳
ま
で
に
社
会
的
養
護
に
つ
な
が
れ 

子
ど
も
等
も
幅
広
く
支
援

安
心
し
て
相
談
で
き
る
場

一
定
期
間
住
ま
い
を
提
供 

す
る
支
援
や
社
会
的
養
護
経
験
者
に
よ
る

を
積
極
的
に
活
用

通
え
な
い
子
ど
も
た
ち
も 

想
定

に
よ
る
支
援
も
実
施

 

九

意
見
表
明
等
支
援
事
業
に
関

子
ど
も
の
意
見
・
意
向
表
明
や
権
利
擁
護
に
向
け
た
環
境
整
備

都
道
府
県 

差
が
生
じ
る
こ
と
で
子
ど
も
に
不
利
益

一
定
の
要
件
を
提
示

子 

ど
も
へ
の
意
見
聴
取
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
評
価
及
び
検
証
を
行

 

十

意
見
表
明
等
支
援
事
業

意
見
聴
取
と
と
も
に
関
係
機
関
と
の
調
整
を
行

子
ど
も
か
ら
聴
取
し 

た
意
見

代
弁

意
見
の
実
現
に
向
け
て
関
係
機
関
と
の
調
整
及
び
交
渉
を
行
う
た
め
の
運
用
方
策
に 

つ
い
て
検
討
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三 

十
一

意
見
表
明
等
支
援
事
業
の
成
果
と
問
題
点
の
双
方
に
つ
い
て
実
施
状
況
を
調
査

次
期
児
童
福
祉
法
改
正
時

同 
事
業
を
全
て
の
都
道
府
県
の
義
務
と
す
る
こ
と
を
含
め
必
要
な
見
直
し
を
検
討

 

十
二

意
見
表
明
等
支
援
員
が

そ
の
他
の
関
係
機
関
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
子
ど
も
の
自
由
な
意 

見
・
意
向
の
表
明
を
支
援
す
る
こ
と
が
可
能

独
立
性
及
び
守
秘
義
務
等
の
必
要
な
措
置
を
講

 

十
三

意
見
表
明
等
支
援
員
に
は
高
度
の
専
門
性
が
必
要

弁
護
士
や

そ
の
担
い
手
を
確 

保

専
門
的
な
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
必
要
に
し
て
十
分
な
研
修
が
行
わ
れ
る 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
都
道
府
県
に
対
し
て
周
知

 

十
四

一
時
保
護
さ
れ
た
子
ど
も
が
自
由
に
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
確
保

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
第
十 

二
条
第
二
項
に
照

代
理
人
と
の
相
談
・
面
会
を
希
望
す
る
子
ど
も
に
対
し
弁
護
士
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
例 

を
都
道
府
県
に
対
し
て
周
知

 

十
五

一
時
保
護
さ
れ
た
子

意
見
表
明
を
支
援

意
見
の
実
現
に
向
け
て
交
渉
し
法
的
手
続 

を
と
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
弁
護
士
の
活
動
に
つ
い
て
実
態
を
把
握

結
果
を
踏

子
ど
も
と
伴
走
す
る
弁
護 

士
と
児
童
相
談
所
の
連
携
方
策
を
検
討

 

十
六

子
ど
も
の
最
善
の
利
益

一
時
保
護
時
の
子
ど
も
へ
の
意
見
聴
取
等
を
適
切
に
行

子
ど
も
の
意
見
・
意
向 

を
考
慮
し
た
対
応
の
徹
底
を
図

 

十
七

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
運
用
や
実
務
の
詳
細
を
施
行
ま
で
に
定
め
る
作
業

一
時
保
護
が
子
ど
も
の 

権
利
や
親
権
の
行
使
等
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
こ
と
を
踏

現
に
一
時
保
護
を
経
験
し
た
子
ど
も
又
は
親
権
者
等
及 
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四 

び
そ
の
意
見
を
正
確
に
反
映
で
き
る
実
務
者
も
構
成
員
に
加

 
十
八

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
に
対
応
す
る
た
め
の
児
童
相
談
所
の
人
材
確
保
と
処
遇
改
善
を
検
討

 

十
九

児
童
相
談
所
が
裁
判
官
に
一
時
保
護
状
の
請
求
を
す
る
に
当

子
ど
も
及
び
親
権
者
等
の
意
見
が
裁
判
官
に 

正
確
に
伝
わ
る
よ
う
適
切
な
方
策
を
講

 

二
十

裁
判
所
が
一
時
保
護
状
を
発
し
た

や
行
政
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
に
子
ど 

も
又
は
親
権
者
等
の
不
服
申
立
て
手
続
を
設

鑑

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
第
九
条
第
二
項
の
趣 

旨
を
踏

行
政
不
服
審
査
や
行
政
訴
訟
の
活
用
実
態
を
把
握

次
期
児
童
福
祉
法
改
正
時
に
必
要
な
見
直
し
を
検
討 

 

新
た
な
子
ど
も
家
庭
福
祉
分
野
の
資
格
取
得
者
の
質
の
担
保
を
図

資
格
取
得
者
の

 

児
童
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
配
置
が
進

地
方
自
治
体
に
お
い
て
実
効
性
が
上
が
る
よ
う
な
方
策
を
財
政
措
置
を
含
め
て 

検
討

必
要
な
措
置
を
講

 

子
ど
も
を
わ
い
せ
つ
行
為
か
ら
守
る
環
境
整
備

保
育
所
等
で
は
保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
者
が
保
育
補 

助
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
実
態

保
育
士
に
限

子
ど
も
に
接
す
る
業
務
に
携
わ
る
者
全
体
を
対
象 

日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ

の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
加
速

万
が
一
冤
罪
等

 

た
場
合

身
分
回
復
を
行
う
等
の
必
要
な
対
応
を
講

 

児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
う
可
能
性
が
高
い
者
を
保
育
所
等
で
保
育
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ 

者
が
保
育
所
等
で
保
育
士
と
し
て
採
用
さ
れ
な
い
た
め
の
適
切
か
つ
実
効
性
の
あ
る
採
用
過
程
の 
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五 

在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討

 

児
童
が
保
育
士
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
事
案
が
発
覚
し
た
際
の
地
方
自
治
体
や
保
育
所 

の
設
置
者
に
よ
る
事
実
確
認
に
当

被
害
児
童
の
人
権
に
配
慮

再
発
防
止
に
資

留 

意

被
害
児
童
及
び
保
護
者
等
へ
の
負
担
に
十
分
に
配
慮
し
た
上

実
施

 
前
項
の
地
方
自
治
体
や
保
育
所
の
設
置
者
に
よ
る
事
実
確
認

必
要
に
応

専
門
家
の
協
力
や
関
係
機
関
間 

で
の
連
携
を
図

事
実
関
係
を
客
観
的
に
確
認

公
正
か
つ
中
立
に
行

通
報
者
の
保
護 

な
ど
も
含

国

具
体
的
な
確
認
方
法
や
客
観
的
な
判
断
基
準
を
定

 

保
育
所
の
設
置
者

地
方
自
治
体
の
支
援
を
受

専
門
家
の
協
力
を
得

児
童
生
徒
性
暴
力
等
を 

受
け
た
児
童
の
保
護
及
び
支
援
並
び
に
そ
の
保
護
者
等
に
対
す
る
支
援
を
継
続
的
に
行

必
要
な
措 

置
を
講

 

保
育
所
が
送
迎
バ
ス
等
の
付
加
的

を
含
め
た
児
童
の
安
全
確
保
に
関
す
る
計
画
を
策
定

都 

道
府
県
等
が
従
う
べ
き
国
の
運
営
基
準
と
し
て
定

の
職
員
間
の
共
有
や

 

的
な
訓
練
や

へ
の
説
明
の
実
施

実
効
性
を
確
保
さ
せ
る
こ
と

 

右
決
議
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係命令の整備

等に関する内閣府令案（仮称）について（概要） 

 

１．趣旨 

 〇 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号。以下「法」

という。）の施行に伴い、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）

において、法による改正後の児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「改

正児童福祉法」という。）における府令委任事項（児童自立生活援助事業の

実施場所の拡大等）を規定するとともに、その他関係命令の規定について所

要の改正及び所要の経過措置を定めるもの。 

 

２．概要 

（１）改正児童福祉法における府令委任事項の規定 

① 児童自立生活援助の実施場所の拡大 

   改正児童福祉法第６条の３第１項の規定に基づき、児童福祉法施行規

則において、現行児童自立生活援助事業の実施場所として自立援助ホー

ムのみを規定しているところ、これ以外の施設を柔軟に活用した支援の

提供を行うため、事業を行う場所として母子生活支援施設、児童養護施

設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業

を行う住居、里親（児童福祉法第６条の４第３号に掲げる者を除く。）

の居宅及び児童自立生活援助対象者（児童福祉法第６条の３第１項各号

に掲げる者をいう。）の居宅（自立援助ホーム、母子生活支援施設、児

童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設と一体的に運営さ

れる場合であって、当該施設に空室がないことその他特別の事情により、

都道府県知事が必要と認めるときに限る。）を追加的に規定する。 

 

② 改正児童福祉法における新設事業の事業内容等 

   改正児童福祉法第６条の３第 15 項に規定する親子再統合支援事業、

同条第 16 項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第 19 項に規

定する子育て世帯訪問支援事業及び同条第 21 項に規定する親子関係形

成支援事業について、これらの規定に基づき、児童福祉法施行規則にお

いて、支援の方法等に係る規定を追加するとともに、子育て世帯訪問支

援事業の対象者について規定する。 

（親子再統合支援事業） 

親子再統合支援事業の事業内容について、親子の再統合を図ることが

必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、児童福祉
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法第 12 条の３第６項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の

親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専

門的知識及び経験を有する者によって、児童虐待の防止等に関する法律

（平成 12 年法律第 82 号）第２条に規定する児童虐待の防止に資する情

報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うものとすることを規

定する。 

（社会的養護自立支援拠点事業） 

社会的養護自立支援拠点事業の事業内容について、改正児童福祉法第

６条の３第１項第１号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が

相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備え

る等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれ

らの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を

行うものとすることを規定する。 

（子育て世帯訪問支援事業） 

子育て世帯訪問支援事業の事業内容について、訪問支援員が、当該支

援の対象者の居宅において、子育てに関する情報の提供、家事・養育に

係る援助等の支援を行うものとすることを規定する。なお、訪問支援員

は、保育士等の有資格者のほか、子育てに関する知識と経験を有する者

その他の当該事業の支援を適切に行う能力を有する者であって、かつ、

市町村が行う研修を受講した者とする。 

また、当該事業による支援の対象者については、要支援児童又は保護

者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者、改正児

童福祉法第６条の３第５項に規定する特定妊婦、これらに該当するおそ

れがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める者

であることを規定する。 

（親子関係形成支援事業） 

親子関係形成支援事業の事業内容について、親子間における適切な関

係性の構築を目的として、当該事業の対象者に対して、講義、グループ

ワーク等を実施することにより、児童の心身の発達の状況等に応じた情

報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うものであることを規

定する。 

また、当該事業の対象者については、要支援児童又は保護者に監護さ

せることが不適当であると認められる児童及びその保護者、これらに該

当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要

と認める者とする。 
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③ 改正児童福祉法における新設事業に係る届出事項 

   改正児童福祉法における新設事業（親子再統合支援事業、社会的養護

自立支援拠点事業、改正児童福祉法第６条の３第 17 項に規定する意見

表明等支援事業、同条第 18 項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条

第 20 項に規定する児童育成支援拠点事業）について、児童福祉法施行

規則において、実施に係る事前届出事項及び廃止又は休止時の事前届出

事項に係る規定を追加する。 

親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援

事業については、改正児童福祉法第 34 条の７の２第２項及び第４項に

基づき、妊産婦等生活援助事業については、第 34 条の７の５第２項及び

第４項に基づき、児童育成支援拠点事業については、第 34 条の 17 の２

第２項及び第４項に基づき、実施に係る事前届出事項及び廃止又は休止

時の事前届出事項として、次に掲げる事項を規定する。 

（実施に係る事前届出事項） 

・ 事業の種類及び内容 

・ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事

務所の所在地） 

・ 定款その他の基本約款 

・ 運営規程 

・ 職員の定数及び職務の内容 

・ 主な職員の氏名及び経歴 

・ 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地 

・ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

・ 事業開始の予定年月日 

※ 運営規程及び建物その他設備の規模及び構造並びにその図面につ

いては、児童育成支援拠点事業に限る。 

（廃止又は休止時の事前届出事項） 

・ 廃止又は休止しようとする年月日 

・ 廃止又は休止の理由 

・ 現に便宜を受けている者に対する措置 

・ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 

④ 要支援児童等に係る支援計画作成の記載事項等 

   改正児童福祉法第 10 条第１項第４号により、市町村は、心身の状況

等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等（児童

福祉法施行規則第６条の３第５項に定める要支援児童等をいう。）その
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他の者（以下「要支援児童等その他の者」という。）に係る支援計画（以

下「児童等支援計画」という。）の作成を行うこととされているところ、

児童福祉法施行規則に委任されている当該計画に記載すべき事項につ

いて、次に掲げるとおり規定する。 

・ 要支援児童等その他の者の意向 

・ 要支援児童等その他の者の解決すべき課題 

・ 要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容 

・ 上記に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項 

   また、児童等支援計画については、母子保健法施行規則（昭和 40 年

厚生省令第 55 号）に規定する計画と一体的なものとして作成すること

が望ましいことから、児童等支援計画を作成する場合であって、同令に

規定する計画が作成されるときは、児童等支援計画は、当該計画と一体

のものとして作成されなければならない旨規定することとする。 

 

⑤ 地域子育て相談機関の担い手について 

   改正児童福祉法第 10 条の３第１項に基づき、児童福祉法施行規則に

おいて、地域子育て相談機関となることができる場所として、保育所、

幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点事業の実施場所、児童館そ

の他地域子育て相談機関で行うこととされる相談及び助言を適切に行

うことができると市町村長が認める場所（※）を規定する。 

※ 通知において、地域子育て相談機関になることが想定される場所に

ついて例示する予定。 

 

⑥ こども家庭ソーシャルワーカーの要件や当該者の知識及び技術につい

ての審査・証明を行う事業を実施する者に係る要件等 

  （こども家庭ソーシャルワーカーの要件） 

改正児童福祉法第 13 条第３項１号において、児童福祉司の任用要件

の 1 つとして、「児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関す

る専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する

相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及

び技術を有する者として内閣府令で定めるもの」（以下「こども家庭ソ

ーシャルワーカー」という。）を新設したところ、児童福祉法施行規則

において、こども家庭ソーシャルワーカーの要件を次のとおり規定す

ることとする。 

    ・ 以下のいずれかに該当する者であって、こども家庭ソーシャルワー

カーの児童福祉相談支援等技能（児童虐待を受けた児童の保護その
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他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及

びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を

実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。）についての審査・

証明(以下「審査等」という。)を行う事業（以下「審査・証明事業」

という。）を実施する者が認めた講習の課程を修了し、審査・証明事

業を実施する者（こども家庭庁長官による認定を受けた審査・証明事

業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。）が行う試験に合

格し、認定法人が備える登録簿に登録を受けたものであること。 

     ・ 社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設（児童福祉法施

行規則第５条の３に定める指定施設をいう。以下同じ。）において

２年以上主として児童福祉に係る相談援助業務に従事した者 

     ・ 社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において２年以

上児童福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者（上記に

掲げる者を除く。） 

     ・ 指定施設において４年以上主として児童福祉に係る相談援助業

務に従事した者 

     ・ 保育士として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これに準

ずる施設において４年以上児童福祉に係る相談援助業務を含む業

務に従事した者 

 

（こども家庭ソーシャルワーカーに求められる水準） 

・ 児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立って、

誠実にその業務を行うよう努めなければならないこと。 

・ 正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏ら

してはならないこと。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなっ

た後においても、同様とすること。 

・ 児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適

応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければなら

ないこと。 

 

（審査・証明事業に係る要件） 

こども家庭庁長官は、以下の基準により審査・証明事業を認定する。 

・ 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人

（以下「一般社団法人等」という。）であること。 

・ 審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公

正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
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・ 審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行

っている場合には、その事業を行うことによって審査・証明事業が

不公正に実施されるおそれがない者であること。 

・ 審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑

に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であ

ること。 

・ 審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄

与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であ

ること。 

・ 職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・

証明事業の業務に関する規程（以下「業務規程」という。）の内容が、

審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであるこ

と。 

・ 審査等が、審査・証明事業を実施する者において、こども家庭庁

長官が 定める基準を満たす講習を行う者による講習に相当すると

認められた講習並びに試験及び登録により行われるものであること。 

・ 試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。 

・ 審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審

査の基準（以下「審査基準」という。）、試験の実施の回数、時期及

び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方

法が適切なものであること。 

・ 審査・証明事業を実施する者が、試験科目及びその範囲の設定、

試験問題及び試験実施要領の作成、児童福祉相談支援等技能の程度

の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う場合は、試

験委員に行わせるものであること。 

・ 試験委員は、児童の福祉に係る相談援助業務についての知識及び

技術を有する者のうちから選任するものであること。 

・ 登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、

登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録

の実施方法が適切なものであること。 

 

（審査・証明事業を行おうとする者における欠格事由） 

審査・証明事業を行おうとする者が、認定を取り消されたことのある場 

合、当該取消しの日から起算して二年を経過しない場合、認定を受ける 

ことができないこと。 
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（審査・証明事業を行おうとする者が提出しなければならない書類） 

審査・証明事業を行おうとする者は、その名称、代表者の氏名、住所、

審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在場所、審査・

証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・

証明事業の名称を記載した申請書に以下の書類を添えてこども家庭庁

長官に提出しなければならないこととする。 

・定款及び登記事項証明書 

・役員の氏名及び略歴を記載した書類・申請の日の属する事業年度の

直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録（申請

の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあっては、その

設立時における財産目録） 

・申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び 

収支予算書(審査・証明事業と他の事業に係る事項とを区別して記載

したもの) 

・認定の申請に関する意思の決定を証する書類 

・現に行っている事業の概要を記載した書類（申請の日を含む事業年

度に設立された一般社団法人等は提出不要） 

・審査・証明事業の業務規程（※） 

※ 業務規程は、以下の事項について記載したものでなければなら

ないこととする。 

・審査等を受けようとする者の資格に関する事項 

・講習に関する事項 

・審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、事前の公告、試験   

問題、合格者の判定、合格者への証書の交付その他試験の実施方

法に関する事項 

・試験委員の選任に関する事項 

・登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、

登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登  

録の実施方法に関する事項 

・審査等の手数料に関する事項 

・審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 

・審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項等 

・その他審査等の業務に関し必要な事項 

 

   （認定法人が審査・証明事業を実施する際の認定の明示） 

認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認
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定を受けたものであることを明示していなければならない。 

 

(こども家庭庁による認定法人に対する報告等) 

こども家庭庁長官は、審査・証明事業について必要があると認めるとき

は、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。 

 

（こども家庭庁による認定法人に対する勧告） 

こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運

営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、

審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告する

ことができる。 

 

（こども家庭庁による認定の取消し） 

こども家庭庁長官は、認定法人が以下のいずれかの場合に該当すると

きは、認定法人に対する認定を取り消すことができる。 

  ・ 認定法人が認定の基準に適合しなくなったとき 

  ・ 審査・証明事業の業務規程の変更の承認を受けなければならない 

場合にその承認を受けなかったとき 

  ・ 報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報 

告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出 

をしたとき 

 

（指導教育担当児童福祉司の実務要件年数の緩和の対象者） 

改正児童福祉法第 13 条第６項において、指導教育担当児童福祉司に

なるための児童福祉司としての実務要件年数が、内閣府令で定めるもの

については、おおむね５年以上からおおむね３年以上に緩和されたとこ

ろ、要件緩和の対象者を以下のとおり規定することとする。 

・こども家庭ソーシャルワーカーである者のうち、児童相談所を除いた

指定施設において２年以上相談援助業務に従事した者 

・こども家庭ソーシャルワーカーである者のうち、児童福祉司としてお

おむね３年以上勤務した者であって、児童福祉司として勤務した期間

と児童相談所を除いた指定施設において相談援助業務に従事した期間

の合計がおおむね５年以上である者（前者を除く。） 

 

（その他） 

その他、審査・証明事業の実施等が適切に行われるよう、認定法人に関
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し、業務規程等の変更の際のこども家庭庁長官による承認、こども家庭

庁長官への試験委員選任時及び試験実施時の報告、毎事業年度の開始

前における事業計画書等及び終了後における事業概要報告書等の提出、

事業廃止の際の届出、認定法人の認定時等のこども家庭庁長官による

認定法人の名称等の告示等所要の規定を整備する。 

 

⑦ 障害児入所施設等の対象者の見直し 

   改正児童福祉法第 24 条の 24 第２項等に基づき、児童福祉法施行規則

において、22 歳満了時まで障害児入所施設での入所等を継続できる者

の要件を以下のとおり規定する。 

・ 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困

難を有する者 

・ 入所等の開始から満 20 歳に達するまでの期間が障害福祉サービス

その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認

められない者その他満 20 歳に到達してもなお引き続き指定入所支援

を受ける必要がある者 

 

（２）関係命令の整備 

① 子育て短期支援事業に係る規定の整備 

   改正児童福祉法第６条の３第３項において、子育て短期支援事業につ

いて、児童とともにその保護者に対する支援を行うことが可能となった

ことに伴い、児童福祉法施行規則において必要な規定の整備を行う。ま

た、児童福祉法施行規則第１条の２の 10 第２項において、当該事業の

うち短期入所生活援助事業の利用期間について、現行、原則７日以内と

され、必要と認められる場合は延長が可能とされているところ、この規

定を改正し、利用期間について、保護者の心身の状況、児童の養育環境

その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。 

 

② こども家庭センターの新設に伴う規定の整備 

   改正児童福祉法第 10 条の２において、母子保健法（昭和 40 年法律第

141 号）第 22 条に規定する母子健康包括支援センターの業務を含め、

児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする

施設として、新たにこども家庭センターの設置を市町村の努力義務とし

たところ。また、法による改正後の母子保健法（以下「改正母子保健法」

という。）第９条の２第２項において、市町村の事務として、母性並び
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に乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で

定める支援の実施が義務付けられ、また、改正母子保健法第 22 条第１

項の規定により、これまで母子健康包括支援センターで実施していた業

務は、改正児童福祉法第 10 条の２第１項に規定されたこども家庭セン

ターにおいて行うこととしたところ。 

これを踏まえ、母子保健法施行規則において、改正母子保健法第９条

の２第２項の内閣府令に定める支援として、計画の作成及びその見直し

について規定するとともに、母子健康包括支援センターで作成すること

としている支援計画に係る母子保健法施行規則第 15 条の規定を削除す

る等所要の改正を行う。 

 

③ 里親支援センターの新設に伴う規定の整備 

   改正児童福祉法第７条において新たに児童福祉施設として位置づけ

られた里親支援センターについて、他の児童福祉施設と同様に、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）にお

ける規定を追加する。 

   具体的には、 

    ・ 事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親に

なろうとする者（以下「里親等」という。）が訪問できる設備その

他事業を実施するために必要な設備を設けなければならないこと 

    ・ 職員として、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親

研修等担当者を置かなければならないこととし、各職員の資格要件

は以下のとおりとすること 

〇里親制度等普及促進担当者 

以下のいずれかに該当する者 

ア:児童福祉司の任用資格に該当する者 

イ:里親として、又は児童福祉施設において児童の養育に５年以

上従事した者、かつ、里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者 

ウ:里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び

新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府

県知事（指定都市及び児童相談所設置市の長を含む。以下同

じ。）がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認

める者 

〇里親等支援員 

以下のいずれかに該当する者 
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ア:児童福祉司の任用資格に該当する者 

イ:里親として、又は児童福祉施設において児童の養育に５年以

上従事した者、かつ、里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者 

ウ:里親等への支援の実施に関して、都道府県知事がア、イに該

当する者と同等以上の能力を有すると認める者 

〇里親研修等担当者（里親トレーナー） 

以下のいずれかに該当する者 

ア:児童福祉司の任用資格に該当する者 

イ:里親として、又は児童福祉施設において児童の養育に５年以

上従事した者、かつ、里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者 

ウ:里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都

道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有する

と認める者   

〇里親支援センターの長 

以下のいずれかに該当し、かつ、里親支援事業の業務の十分な経験

を有し、里親支援センターを適切に運営する能力を有する者 

ア:児童福祉司の任用資格に該当する者 

イ:里親として、又は児童福祉施設において児童の養育に５年以

上従事した者、かつ、里親制度その他の児童の養育に必要な

制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者 

ウ:都道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有す

ると認める者 

・里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必

要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、研

修の実施、里親委託の推進、里親等への支援その他の必要な支援を包

括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに

育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わな

ければならないこと 

  ・里親支援センターは、自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に

外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図らなければならないこと 

  ・里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に

養育される児童の学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関

係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない
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こと 

等を定めることとする。 

 

④ 児童自立生活援助の実施場所の拡大に係る規定の整備 

   改正児童福祉法第６条の３第１項に基づき、児童自立生活援助事業の

実施場所を拡大することに伴い、児童福祉法施行規則において、児童自

立生活援助事業所の類型、各事業所における設備基準及び職員配置等を

規定する等、所要の改正を行う。 

   具体的には、児童自立生活援助事業所について以下３つの類型を設け

ることとし、それぞれの入所定員、職員配置基準、都道府県に情報提供

を行う事項は以下のとおりとする。 

  〇児童自立生活援助事業所Ⅰ型：自立援助ホーム（これと一体的に運営

される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。）において児童自立生

活援助を行うもの 

   ・入所定員、職員配置基準、都道府県に情報提供を行う事項：これま

での自立援助ホームと同様 

※ 児童自立生活援助対象者の居宅については、当該居宅と自立援

助ホームを一つの事業所とみなして入所定員、職員配置基準等を適

用する。 

  〇児童自立生活援助事業所Ⅱ型：児童養護施設、児童自立支援施設、児

童心理治療施設、母子生活支援施設（これらの施設と一体的に運営さ

れる児童自立生活援助対象者の居宅を含む。）において児童自立生活

援助を行うもの 

   ・入所定員：５人以下 

・職員配置基準 

 ア：入居者２人以下の場合 

 管理者１人、指導員１人以上 

 イ：入居者３人～４人の場合 

   管理者１人、指導員２人以上 

 ウ：入居者５人の場合 

   管理者１人、指導員３人以上 

 ※ ウについては、指導員の数から１を減じた数を除き、補助員に

代替可とする。 

   ・都道府県に情報提供を行う事項： 

現行の児童福祉法施行規則第 36 条の 27 と同様 

※   児童自立生活援助対象者の居宅については、当該居宅と児童
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養護施設等の施設を一つの事業所とみなして入所定員、職員配置

基準等を適用する。 

  〇児童自立生活援助事業所Ⅲ型：小規模住居型児童養育事業を行う住居

又は里親（児童福祉法第６条の４第３号に掲げる規定する者を除く。

以下同じ。）の居宅において児童自立生活援助を行うもの 

・入所定員 

      ア：小規模住居型児童養育事業を行う住居の場合 

      ６人以下（里親等委託児童を含む。） 

イ：里親の居宅の場合 

４人以下（里親等委託児童を含む。） 

・職員配置基準：なし 

・都道府県に情報提供を行う事項： 

現行の児童福祉法施行規則第 36 条の 27 と同様 

 

⑤ 児童自立生活援助事業の自立支援計画 

   現行の児童自立生活援助事業の実施場所である自立援助ホームにお

いては、通知に基づき自立支援計画の策定を求めているところであるが、

今般、児童自立生活援助事業の実施場所の拡大を行うことに伴い、児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準における児童養護施設等の自立

支援計画の規定を参考に、児童福祉法施行規則において、自立支援計画

の策定義務を明文化することとする。 

 

⑥ 自立支援計画策定に係るこどもの意見聴取 

   改正児童福祉法第 33 条の３の３において、児童の最善の利益を考慮

するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あら

かじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その

他の措置（以下、「意見聴取等措置」という。）を行う規定を新設したこ

とに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、乳児院、

母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施

設の施設長に策定が義務付けられている自立支援計画の策定時におい

ても、同様に意見聴取等措置を行う旨の規定を設ける。 

   

 

⑦ その他経過措置等の所要の改正 

   法の施行前における母子保健法施行規則による様式について、法の施

行後も引き続き同様に使用可能とする旨の経過措置を置くとともに、法
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の施行に伴い、条項の移動を踏まえた規定の整備等の所要の改正を行う。 

 

３．根拠条項 

・ 改正児童福祉法第６条の３第１項、第３項及び第 15 項から第 21 項まで、

第７条、第 10 条第１項第４号、第 10 条の２、第 10 条の３第１項、第 13 条

第３項第１号及び第６項、第 24 条の 24 第２項、第 31 条の２第１項及び第２

項、第 33 条の３の３、第 34 条の７の２第２項及び第４項、第 34 条の７の５

第２項及び第４項、第 34 条の 17 の２第２項及び第４項並びに第 49 条 

・ 改正母子保健法第９条の２第２項及び第 22 条第１項 

 

４．適用期日等 

公 布 日：令和５年９月上旬（予定） 

施行期日：令和６年４月１日 

     ※２.（２）⑦の一部の規定については公布日施行とする。 
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